
暮
ら
し

　市役所各課の電話番号は直通の電
話番号です。問い合わせ先が分から
ない場合は市役所代表番号☎㉓ 5111
をダイヤルし、お聞きしたい内容を
お話しください。
　費用などの記載がないものは無料
です。HP はホームページアドレスで
す。

お知らせ
information

市
税
の
夜
間
納
付
・
相
談
窓
口
開
設
の

お
知
ら
せ

■
夜
間
納
付
窓
口

と
き　

10
月
３
日
㈪
〜
７
日
㈮

　
　
　

10
月
24
日
㈪
〜
28
日
㈮

　
　
　

10
月
31
日
㈪
〜
11
月
４
日
㈮

　
　
　

午
後
５
時
30
分
〜
８
時

■
夜
間
納
付
・
相
談
窓
口

と
き　

10
月
24
日
㈪
〜
28
日
㈮

　
　
　

午
後
５
時
30
分
〜
８
時

と
こ
ろ　

収
納
課

問
収
納
課
☎
51
６
７
６
１

収納課、十和田湖支所などで手続きできます。納税通知書、通帳、届け出印を
持参ください。年金天引き分の市・県民税は除きます。　　問収納課☎516762

市税などの口座振り替えのご案内

住民基本台帳による人 口 と 世 帯
〈８月末日現在・かっこ内は前月比〉

人　口　　65,756人　（+18人）
　　男　　31,582人　（+18人）
　　女　　34,174人　（　０人）
世帯数　26,934世帯（＋17世帯）

平成23年の交通人身事故
〈８月末日現在・かっこ内は前年同期比〉

延べ発生件数　  178件（－18件）
　　　死　者　   １人（　０人）
　　　傷　者　  231人（－15人）
飲酒による事故　４件（＋１件）

（十和田警察署調べ）

＋
－

▶ 10月の市民無料相談のご案内
内容 日時

行政相談
３日㈪・17日㈪
午後１時～３時

行政機関などの業務に
対する苦情、意見、要
望などの相談
法律相談 26日㈬

午後１時～４時
● 19 日㈬から予約受付

相続、離婚、借金、多
重債務、契約などの相
談
人権相談

14日㈮
午後１時～３時

いじめや差別、家庭内
や隣近所とのもめごと
などの相談
不動産相談

13日㈭
午後１時～３時

不動産の取引、不動産
の賃貸借などの相談

消費生活苦情相談
５日㈬・19日㈬
午後１時～３時

悪質商法、架空請求、
製品事故、多重債務な
どの消費生活の相談

ところ　生活環境課内市民相談室
生活環境課☎51 6725

▶虐待、育児の相談、ＤＶ被害、 
　離婚などの相談
福祉課☎51 6716

―
生
活
環
境
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
―

■
特
設
行
政
・
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

　

役
所
が
行
う
仕
事
に
対
す
る
苦
情
や
意

見
・
要
望
、
家
庭
内
・
隣
近
所
と
の
も
め

ご
と
な
ど
を
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

と
き　

10
月
28
日
㈮　

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
新
館
５
階
会
議
室

　
　
　
　

十
和
田
湖
支
所
交
流
室

■
消
費
生
活
相
談
を
受
け
付
け
し
ま
す

　

悪
質
商
法
で
困
っ
た
と
き
や
、
衣
・
食
・

住
の
疑
問
な
ど
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

と
き　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

生
活
環
境
課
内
市
民
相
談
室

※
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始
は
受
け
付
け
し

　

ま
せ
ん
。

※
予
約
が
必
要
で
す
。

■
消
費
者
信
用
生
活
協
同
組
合
に
ご
相
談

く
だ
さ
い

　

多
重
債
務
、
生
活
改
善
な
ど
の
消
費
生

活
に
関
わ
る
地
域
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

と
き　

毎
月
第
２
水
曜
日

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　

生
活
環
境
課
内
市
民
相
談
室

※
予
約
が
必
要
で
す
。

◆
い
ず
れ
も

生
活
環
境
課
☎
51
６
７
２
５

表
示
登
記
無
料
相
談
会

　

土
地
や
建
物
な
ど
の
登
記
・
筆
界
特
定

手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
、
土
地
家
屋
調
査

士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き　

11
月
６
日
㈰　

　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30
分

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館

行
政
書
士
無
料
相
談
会

　

相
続
、
遺
言
、
離
婚
な
ど
行
政
書
士
が

扱
う
業
務
に
つ
い
て
、相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き　

10
月
15
日
㈯　

午
前
10
時
〜
正
午

　
　
　

午
後
１
時
〜
３
時

と
こ
ろ　

市
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

定
員　

20
人
（
先
着
順
）

問
青
森
県
行
政
書
士
会
十
和
田
支
部
・
山

　

田
事
務
所
☎
㉓
２
７
４
４

ふ
れ
あ
い
相
談
所
「
法
律
相
談
」

と
き　

10
月
20
日
㈭　

午
後
１
時
〜
４
時

と
こ
ろ　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

定
員　

８
人
（
先
着
順
・
要
予
約
）

10
月
18
日
㈫
午
前
９
時
か
ら
市
社
会

　

福
祉
協
議
会
へ
☎
㉒
７
９
３
８

農
政
事
務
所
が
変
わ
り
ま
し
た

　

農
政
と
統
計
の
拠
点
再
編
に
よ
り
、
地

域
セ
ン
タ
ー
に
業
務
が
移
り
ま
し
た
。

▼
十
和
田
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
の
業
務

　

は
八
戸
地
域
セ
ン
タ
ー
に
移
り
ま
し
た
。

問
☎
０
１
７
８
・
２
７
・
２
５
４
６

▼
十
和
田
市
を
管
轄
し
て
い
た
青
森
農
政

　

事
務
所
地
域
第
二
課
は
八
戸
地
域
セ
ン

　

タ
ー
（
旧
農
政
事
務
所
）
と
な
り
ま
し
た
。

問
☎
０
１
７
８
・
２
９
・
２
１
１
３
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＋
－

借
金
・
多
重
債
務
と
こ
こ
ろ
の
相
談
会

　

家
計
・
健
康
問
題
な
ど
で
悩
み
を
抱
え

て
い
る
か
た
に
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
、

保
健
師
な
ど
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き　

10
月
８
日
㈯　

午
後
１
時
〜
３
時

※
予
約
が
必
要
で
す
。

問
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
51
６
７
９
１

問
青
森
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

　

☎
０
１
７
・
７
２
２
・
３
１
７
８


